
 

 

第３８４回宮城県議会議案（追加提出分）に対する意見について 

 

 

 第３８４回宮城県議会（令和４年６月定例会）に提案される下記議案について，

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９条

の規定により知事から意見を求められたので，教育長に対する事務の委任等に関す

る規則（昭和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第３条第１項の規定により，

令和４年６月１７日に専決処分し，異議のない旨回答した。よって，同条第２項の

規定により報告する。 

 

記 

 

１ 予算議案 

令和４年度宮城県一般会計補正予算 

２ 予算外議案 

  手数料条例の一部を改正する条例 

 

 

令和４年７月１５日提出 

 

 

          宮城県教育委員会教育長  伊 東 昭 代     

専決処分報告（１） 
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１　補正予算の概要

２　事業の概要

　

単位：千円

補 正 額 財 源

158,886,774 161,618,734 161,638,234

事　　　　業　　　　概　　　　要　　　　等

19,500 101.7%2,751,460

19,500

国庫 19,500県立学校給食食材価格高騰対策費【保健体育安全課】

■コロナ禍における物価高騰対策として、保護者負担の軽減に向けた県
立学校の給食食材価格高騰分への補助

第３８４回宮城県議会議案（追加提出分）予算議案
～令和４年度６月補正予算の概要（教育庁関係分）～

単位：千円

令和３年度 令和４年度 比較

[D/A]６月現計予算額[A] 現計予算額[B] 計[B+C]=[D]
（第　４　号）

[D-A]
６月補正額[C]

19,500

合計

合　　　　　　　　計 19,500

019,500

財源
内訳

【参考】

一般財源国庫支出金
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第３８４回宮城県議会議案（追加提出分） 

予算外議案の概要（教育庁分） 
 

 

○条例議案 

議第 134号議案   手数料条例の一部を改正する条例 

 

教育職員免許法の改正に伴い，所要の改正を行おうとするも

の 

 

施行 公布の日 

所管 財政課 

 

 

○主な内容 

普通免許状及び特別免許状の更新に係る手数料の廃止 
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教育職員の免許状に関する規則の一部改正について 

 

 

 教育職員の免許状に関する規則（昭和３０年宮城県教育委員会規則第２号）を別

紙のとおり一部改正することとし，教育長に対する事務の委任等に関する規則（昭

和３１年宮城県教育委員会規則第１２号）第３条第１項の規定により令和４年６月

２３日専決処分した。よって同条第２項の規定により報告する。 

 

 

  令和４年７月１５日提出 

 

 

宮城県教育委員会教育長 伊 東 昭 代     
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専決処分報告（２） 



教育職員の免許状に関する規則の一部改正の概要 

 

 

１ 改正理由 
 

 教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）及び教育職員免許法施行規則

（昭和２９年文部省令第２６号）の一部改正により，教員免許状更新制度が廃

止されたことに伴い，所要の改正を行ったもの 

 

２ 改正内容 
  
 普通免許状及び特別免許状の出願手続における教員免許状更新制度に関する規

定を削除するとともに，本規則の様式中，有効期間に関する項目を削除等する。 

あわせて，教育職員免許法の改正に伴う引用条文等の改正を行う。 

 

３ 施行期日 
 

令和４年７月１日 
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教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
年
宮
城
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
二
条
中
宮
城
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
の
欄
を
削
る
。 

 

第
五
条
中｢
第
五
条
第
三
項｣

を｢

第
五
条
第
二
項｣

に
、｢

第
六
項｣

を｢

第
五
項｣

に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
中｢

第
十
二
号｣

を｢

第
十
一
号｣

に
改
め
、
同
条
第
十
号
中｢

第
十
六
条
の
二
第
一
項｣

を｢

第
十
六
条
第
一

項｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
す
る
。 

 

第
十
六
条
中｢

第
十
三
号｣
を｢

第
十
二
号｣

に
改
め
、
同
条
中
第
十
二
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。 

 

第
三
十
二
条
中｢

手
数
料
条
例｣
の
下
に｢

（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）｣

を
加
え
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
｢
 

 

様
式
第
二
十
一
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
｣
 

｢
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

｣
 

 

様
式
第
二
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

    

有
効

期
間

の
満

了
日

(
修

了
確

認
期

限
)
 

(
旧

)
有

効
期

間
の

満
了

日
(
(
旧

)
修

了
確

認
期

限
)
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様
式
第
25号

 

No. 
氏

名
 

 生
年

月
日
 

 本
籍

地
 

 授
与

年
月

日
 

免
許

状
番

号
 

 教
科

・
領

域
 

根
拠

規
定

 

 授
与

条
件

等
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

追
加

領
域
 

 領
域

追
加

年
月

日
 

失
効

・
取

上
年

月
日
 

 失
効

・
取

上
事

由
 

 

契
印
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様
式
第
二
十
五
号
の
二
中｢

有
効
期
間
の
満
了
の
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

年 
 

月 
 

日｣

を
削
る
。 

 
 

 
附 

則 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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目
次 
（
略
） 

  
 
 

第
一
章 
総
則 

 

第
一
条 

（
略
） 

 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
次
の
上
欄
の
法
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
の
よ
う
に
い
う
。 

（
略
） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

第
二
条
の
二 

（
略
） 

  
 
 

第
二
章 

教
育
職
員
検
定 

 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
略
） 

 

第
五
条 

免
許
法
第
五
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
又
は
第
十
八
条
の
規
定
に 

 

よ
り
免
許
状
を
授
与
す
る
場
合
の
学
力
の
検
定
は
、
学
校
の
成
績
証
明
書
に 

 

よ
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
試
験
に
よ
つ
て
行
う
。 

 

第
六
条 

（
略
） 

  
 
 

第
三
章
及
び
第
四
章 

（
略
） 

  
 
 

第
五
章 

出
願
の
手
続 

 

第
十
五
条 

普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
の
規
定
に
よ 

 

り
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 

改
正
案
（
新
） 

 
 

○
教
育
職
員
の
免
許
状
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

新
旧
対
照
表 

目
次 

（
略
） 

 
 
 

 

 
 
 

第
一
章 

総
則 

 

第
一
条 

（
略
） 

 

第
二
条 

こ
の
規
則
で
次
の
上
欄
の
法
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
の
よ
う
に
い
う
。 

（
略
） 

 

宮
城
県
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
） 

手
数
料
条
例 

 

第
二
条
の
二 

（
略
） 

  
 
 

第
二
章 

教
育
職
員
検
定 

 

第
三
条
及
び
第
四
条 

（
略
） 

 

第
五
条 

免
許
法
第
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
六
項
又
は
第
十
八
条
の
規
定
に 

 

よ
り
免
許
状
を
授
与
す
る
場
合
の
学
力
の
検
定
は
、
学
校
の
成
績
証
明
書
に 

 

よ
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
試
験
に
よ
つ
て
行
う
。 

 
第
六
条 

（
略
） 

  
 
 

第
三
章
及
び
第
四
章 

（
略
） 

  
 
 

第
五
章 
出
願
の
手
続 

 

第
十
五
条 

普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
次
条
の
規
定
に
よ 

 

り
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
次
に
掲
げ 

 
 

 
 

 
 

 
 

                 

様
式
第
二
号
か
ら
様
式
第
七
号
の
三
ま
で 

（
略
） 

   

現
行
（
旧
） 

  

教
育
職
員
免
許
法

の
改
正
に
伴
い
改

正
す
る
も
の 

改
正
理
由 
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る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
一
号
ま 

 

 
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
が
あ
る
者
に
限
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

 

第
七
号
及
び
第
八
号
の
書
類
は
証
明
者
が
厳
封
し
た
も
の
を
提
出
し
な
け
れ 

 

ば
な
ら
な
い
。 

 

一
か
ら
九
ま
で 

（
略
） 

 

十 

教
員
資
格
認
定
試
験
合
格
証
明
書
（
免
許
法
第
十
六
条
第
一
項 

 

の 
 
 
 

 
 

 
 

規
定
に
よ
る
出
願
の
場
合
に
限
る
。
） 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

十
一 

（
略
） 

 

 

第
十
六
条 

教
育
職
員
検
定
に
よ
り
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る 

 

者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六 

 

号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
が
あ
る
者
に
限
る
。
こ
の 

 

場
合
に
お
い
て
、
第
五
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
書
類
は
原
則 

 

と
し
て
証
明
者
が
厳
封
し
た
も
の
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
か
ら
十
一
ま
で 

（
略
） 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

十
二 

（
略
） 

 

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

  
 
 

第
六
章 

（
略
） 

  
 
 

第
七
章 

雑
則 

 

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

 

第
三
十
二
条 

免
許
状
の
授
与
、
書
換
若
し
く
は
再
交
付
の
申
請
を
す
る
者
、
検 

 

 

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
授
与
に
つ
い
て
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る 

 

者
は
、
そ
の
願
書
に
手
数
料
条
例
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
条
例
第
十
九
号
）
に 

 
  

 

る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま 

 

で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
が
あ
る
者
に
限
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、 

 

第
七
号
及
び
第
八
号
の
書
類
は
証
明
者
が
厳
封
し
た
も
の
を
提
出
し
な
け
れ 

 

ば
な
ら
な
い
。 

 
 

一
か
ら
九
ま
で 

（
略
） 

 

十 

教
員
資
格
認
定
試
験
合
格
証
明
書
（
免
許
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の 

 
 

規
定
に
よ
る
出
願
の
場
合
に
限
る
。
） 

 

十
一 

免
許
状
更
新
講
習
修
了
（
履
修
）
証
明
書 

 

十
二 

（
略
） 

 

第
十
六
条 

教
育
職
員
検
定
に
よ
り
普
通
免
許
状
の
授
与
を
受
け
よ
う
と
す
る 

 

者
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
六 

 

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
は
、
必
要
が
あ
る
者
に
限
る
。
こ
の 

 

場
合
に
お
い
て
、
第
五
号
及
び
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
書
類
は
原
則 

 

と
し
て
証
明
者
が
厳
封
し
た
も
の
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一
か
ら
十
一
ま
で 

（
略
） 

 

十
二 

免
許
状
更
新
講
習
修
了
（
履
修
）
証
明
書 

 

十
三 

（
略
） 

 

第
十
七
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で 

（
略
） 

  
 
 

第
六
章 

（
略
） 

  
 
 

第
七
章 

雑
則 

 

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で 

（
略
） 

 

第
三
十
二
条 

免
許
状
の
授
与
、
書
換
若
し
く
は
再
交
付
の
申
請
を
す
る
者
、
検 

 

 

定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
授
与
に
つ
い
て
の
証
明
書
の
交
付
を
請
求
す
る 

 

者
は
、
そ
の
願
書
に
手
数
料
条
例 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

に 
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定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
の
収
入
証
紙
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

 
 第

三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条 

（
略
） 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
号
ま
で 

（
略
） 

 

       

 

 
  

 

定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
の
収
入
証
紙
を
貼
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

 

い
。 

 

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条 

（
略
） 

 

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
二
十
号
ま
で 

（
略
） 

          

 

 

 

－12－



                            

様
式
第
二
十
二
号
か
ら
様
式
第
二
十
四
号
ま
で 

（
略
） 

    

 

                            

様
式
第
二
十
二
号
か
ら
様
式
第
二
十
四
号
ま
で 

（
略
） 

  

 

    
様
式
第
21
号
 

 

第
 
 
 
 
 
号
 
 
 

 

教
育
職
員
免
許
状
授
与
(交

付
)
証
明
書
 

 

本
籍

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
上
記
の
者
に
下
記
の
免
許
状
を
授
与

(交
付

)し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

  
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 

宮
城
県
教
育
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
育
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 
 

 

記
 

 
 
免

許
状

種
類
 
 
 

 
 

教
科
，
事
項
又
は
領
域

 

 
 

免
許

状
番

号
 
 
 

授
与

年
月

日
 
 
 

授
与

権
者
 
 
 

追
加

し
た

領
域

及
び

追
加

年
月

日
 

領
域

名
 

追
加
年
月
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

根
拠

規
定
 
 
 

有
効
期
間
の
満
了
日

(修
了
確
認
期
限

)  
 

備
考
 
 
 

 
 

 

様
式
第
2
1
号
 

 

第
 
 
 
 
 
号
 

 
 

 

教
育
職
員
免
許
状
授
与
(
交
付
)
証
明
書
 

 

本
籍

地
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

氏
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生
年
月
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
上
記
の
者
に
下
記
の
免
許
状
を
授
与

(交
付

)し
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
 

  
 

 
年

 
 
 
月

 
 
 
日

 

 

宮
城
県
教
育
委
員
会

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教
育
長
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
 

 

記
 

 
 
免

許
状

種
類
 
 

 
 

 

教
科
，
事
項
又
は
領
域

 

 
 

免
許

状
番

号
 
 

 

授
与

年
月

日
 
 

 

授
与

権
者
 
 

 

追
加

し
た

領
域

及
び

追
加

年
月

日
 

領
域

名
 

追
加
年
月
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

根
拠

規
定
 
 

 

(旧
)有

効
期
間
の
満
了
日

((旧
)修

了
確
認
期
限

) 
 

 

備
考
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様
式
第
25号

 

No. 
氏

名
 

 生
年

月
日
 

 本
籍

地
 

 授
与
年
月
日
 

免
許
状
番
号
 

 教
科
・
領
域
 

根
拠

規
定
 

 授
与

条
件

等
 

 所
要
資
格
を
得
た
年
度
 

 有
効
期
間
満
了
年
月
日
 

(修
了
確
認
期
限

) 

追
加

領
域
 

 領
域
追
加
年
月
日
 

有
効
期
間
の
更
新
年
月
日

(更
新
講
習
修
了
確
認
年
月
日

) 

有
効
期
間
の
更
新
番
号
(更

新
講
習
修
了
確
認
番
号

) 

有
効
期
間
の
延
長
年
月
日

(改
正
法
附
則
第
2
条
第
3項

に
規
定
す
る
確
認
年
月
日
) 

有
効
期
間
の
延
長
番
号
(改

正
法
附
則
第
2条

第
3項

に
規
定
す
る
確
認
番
号
) 

改
正
法
附
則
第

2条
第
4項

に
規
定
す
る
修
了
確
認
期
限
の
延
期
年
月
日
 

改
正
法
附
則
第

2条
第
4項

に
規
定
す
る
修
了
確
認
期
限
の
延
期
番
号
 

改
正
法
附
則
第

2条
第
5項

括
弧
書
に
規
定
す
る
認
定
年
月
日

 

改
正
法
附
則
第

2条
第
5項

括
弧
書
に
規
定
す
る
認
定
番
号
 

契
印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

様
式
第
25号

 

No. 
氏

名
 

 生
年

月
日
 

 本
籍

地
 

 授
与
年
月
日
 

免
許
状
番
号
 

 教
科
・
領
域
 

根
拠

規
定
 

 授
与

条
件

等
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

追
加

領
域
 

 領
域
追
加
年
月
日
 

失
効
・
取
上
年
月
日
 

失
効
・
取
上
事
由
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

契
印
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（
以
下
略
） 

 

 

                                        

（
以
下
略
） 

  

 

   

様
式
第
2
5
号
の

2 

       (  )教諭特別免許状 

 

 

      本籍地 

      氏名 

 

               年  月  日生 

 

 

 右の者に教育職員免許法第五条の定めるところにより(左記の教科(事項)につ

いて)(  )教諭特別免許状を授与する。 

 

 

         (記) 

 

 

 

  年  月  日            宮城県教育委員会 印 

 

 番号 

 授与条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

様
式
第
2
5
号
の

2 

       (  )教諭特別免許状 

 

 

      本籍地 

      氏名 

 

               年  月  日生 

 

 

 右の者に教育職員免許法第五条の定めるところにより(左記の教科(事項)につ

いて)(  )教諭特別免許状を授与する。 

 

 

         (記) 

 

 

 

  年  月  日            宮城県教育委員会 印 

 

 番号 

 授与条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 有効期間の満了の日          年 月 日 
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